
議 案 第 １ 号 

 

専決処分の報告及び承認について 

 

松戸市市税条例等の一部を改正する条例の制定については、令和２年４月１

日を施行日として地方税法等の一部を改正する法律が同年３月３１日に公布さ

れたことに伴い、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応す

るため、現所有者に対して、賦課徴収に関し必要な事項を申告させることがで

きる制度の創設及び固定資産の使用者を所有者とみなして課税することができ

る制度の拡大が行われたほか税負担軽減措置等の整理合理化等が図られたこと

から、特に緊急を要すると認め、所有者不明土地等に係る固定資産税に関する

規定を整備等するため、地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のと

おり専決処分した。 

よって、同条第３項の規定により報告するとともに承認を求める。 

令和２年６月９日提出 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 



専  決  処  分  書 

 

松戸市市税条例等の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第１７

９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

令和２年３月３１日 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 

 

 

理    由 

 

地方税法の改正に伴い、所有者不明土地等に係る固定資産税に関する規定を

整備等するため。 

 



松戸市市税条例等の一部を改正する条例 

 

（松戸市市税条例の一部改正） 

第１条 松戸市市税条例（平成２７年松戸市条例第１２号）の一部を次のよう

に改正する。 

第３１条の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、

同条第１項中第３号を削り、第４号を第３号とする。 

第３２条の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、

同条第１項中「若しくは単身児童扶養者である者」を削り、同項中第３号を

削り、第４号を第３号とする。 

第５３条第２項中「第６６条の７第４項及び第１０項」を「第６６条の７

第５項及び第１１項」に改める。 

第６９条第２項中「登記され、又は登録されている」を「登記又は登録が

されている」に、「登記され、若しくは登録されている」を「登記若しくは

登録がされている」に改め、同条第４項中「においては」を「には」に改め、

「これを」を削り、「課する」を「課することができる」に改め、同項に後

段として次のように加える。 

この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、

その旨を当該使用者に通知しなければならない。 

第６９条第５項中「第１０条の２の１２」を「第１０条の２の１５」に改

め、同項を同条第６項とし、同条第４項の次に次の１項を加える。 

５ 法第３４３条第５項に規定する探索を行ってもなお固定資産の所有者の

存在が不明である場合（前項に規定する場合を除く 。） には、その使用者

を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を

課することができる。この場合において、市は、当該登録をしようとする

ときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。 

第７７条第９項及び第１０項中「第３４９条の３第１２項」を「第３４９

条の３第１１項」に改める。 



第７７条の２の見出し及び同条第１項中「第３４９条の３第２８項」を

「第３４９条の３第２７項」に改め、同条第２項中「第３４９条の３第２９

項」を「第３４９条の３第２８項」に改め、同条第３項中「第３４９条の３

第３０項」を「第３４９条の３第２９項」に改める。 

第９５条の次に次の１条を加える。 

（現所有者の申告） 

第９５条の２ 現所有者（法第３８４条の３に規定する現所有者をいう。以

下この条及び次条において同じ 。） は、現所有者であることを知った日の

翌日から３月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長

に提出しなければならない。 

⑴ 土地又は家屋の現所有者の住所又は所在地、氏名又は名称、次号に規

定する個人との関係及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号

を有しない者にあっては、住所又は所在地及び氏名又は名称並びに同号

に規定する個人との関係） 

⑵ 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家

屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合に

おける当該個人の住所及び氏名 

⑶ その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

第９６条第１項中「又は」を「若しくは」に改め、「により」の次に「、

又は現所有者が前条の規定により」を加え、「においては」を「には」に改

める。 

第１１５条中第３項を第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項（法

第４６９条第１項第３号又は第４号に係る部分に限る。）」に、「第１６条の

２の３」を「第１６条の２の３第２項」に、「提出しない場合には、適用し

ない」を「提出している場合に限り、適用する」に改め、同項を同条第３項

とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項（法第４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る 。） の規

定は、卸売販売業者等が、同項第１号又は第２号に掲げる製造たばこの売



渡し又は消費等について、第１１７条第１項又は第２項の規定による申告

書に前項（法第４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る 。） の

適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、法施

行規則第１６条の２の３第１項に規定する書類を保存している場合に限り、

適用する。 

第１１７条第１項中「第１１５条第２項」を「第１１５条第３項」に改め

る。 

第１５２条第２項中「第３４９条の３第１０項から第１２項まで、第２２

項から第２４項まで、第２６項、第２８項から第３１項まで、第３３項又は

第３４項」を「第３４９条の３第９項から第１１項まで、第２１項から第２

３項まで、第２５項、第２７項から第３０項まで、第３２項又は第３３項」

に改める。 

第１５２条の２の見出し及び同条第１項中「第３４９条の３第２８項」を

「第３４９条の３第２７項」に改め、同条第２項中「第３４９条の３第２９

項」を「第３４９条の３第２８項」に改め、同条第３項中「第３４９条の３

第３０項」を「第３４９条の３第２９項」に改める。 

附則第２０条第１項中「令和３年度」を「令和６年度」に改める。 

附則第２４条第１項及び第２項中「令和２年度」を「令和５年度」に改め

る。 

附則第３０条中「又は法附則第１５条」を「又は附則第１５条」に改める。 

附則第３１条第２項を削り、同条第３項中「附則第１５条第２項第６号」

を「附則第１５条第２項第５号」に改め、同項を同条第２項とし、同条中第

４項を第３項とし、第５項を第４項とし、同条第６項中「附則第１５条第２

９項」を「附則第１５条第２６項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第

７項中「附則第１５条第３０項第１号」を「附則第１５条第２７項第１号」

に改め、同項を同条第６項とし、同条第８項中「附則第１５条第３０項第２

号」を「附則第１５条第２７項第２号」に改め、同項を同条第７項とし、同

条第９項中「附則第１５条第３０項第３号」を「附則第１５条第２７項第３



号」に改め、同項を同条第８項とし、同条第１０項中「附則第１５条第３１

項第１号」を「附則第１５条第２８項第１号」に改め、同項を同条第９項と

し、同条第１１項中「附則第１５条第３１項第２号」を「附則第１５条第２

８項第２号」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第１２項中「附則第１

５条第３３項第１号イ」を「附則第１５条第３０項第１号イ」に改め、同項

を同条第１１項とし、同条第１３項中「附則第１５条第３３項第１号ロ」を

「附則第１５条第３０項第１号ロ」に改め、同項を同条第１２項とし、同条

第１４項を削り、同条第１５項中「附則第１５条第３３項第１号ニ」を「附

則第１５条第３０項第１号ハ」に改め、同項を同条第１３項とし、同条第１

６項中「附則第１５条第３３項第１号ホ」を「附則第１５条第３０項第１号

ニ」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第１７項中「附則第１５条第３

３項第２号イ」を「附則第１５条第３０項第２号イ」に改め、同項を同条第

１５項とし、同条第１８項中「附則第１５条第３３項第２号ロ」を「附則第

１５条第３０項第２号ロ」に改め、同項を同条第１６項とし、同条第１９項

中「附則第１５条第３３項第３号イ」を「附則第１５条第３０項第３号イ」

に改め、同項を同条第１７項とし、同条第２０項中「附則第１５条第３３項

第３号ロ」を「附則第１５条第３０項第３号ロ」に改め、同項を同条第１８

項とし、同条第２１項中「附則第１５条第３３項第３号ハ」を「附則第１５

条第３０項第３号ハ」に改め、同項を同条第１９項とし、同条第２２項中

「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第３４項」に改め、同項を同条

第２０項とし、同条第２３項を削り、同条第２４項中「附則第１５条第４４

項」を「附則第１５条第３８項」に改め、同項を同条第２１項とし、同条第

２５項中「附則第１５条第４５項」を「附則第１５条第３９項」に改め、同

項を同条第２２項とし、同条第２６項中「附則第１５条第４７項」を「附則

第１５条第４１項」に改め、同項を同条第２３項とし、同条中第２７項を第

２４項とする。 

附則第３４条第２項中「平成３１年度適用土地又は平成３１年度類似適用

土地」を「令和元年度適用土地又は令和元年度類似適用土地」に改める。 



附則第３５条、附則第３６条、附則第３８条及び附則第４８条中「法附則

第１５条」を「附則第１５条」に改める。 

附則第４９条の２中「又は法附則第３３条」を「又は附則第３３条」に改

める。 

附則第５０条第２項を削り、同条第３項中「附則第１５条第４４項」を

「附則第１５条第３８項」に改め、同項を同条第２項とし、同条第４項中

「附則第１５条第４５項」を「附則第１５条第３９項」に改め、同項を同条

第３項とする。 

附則第５１条、附則第５２条及び附則第５４条中「第１９項を除く 。） 又

は法附則第１５条」を「第１８項を除く 。） 又は附則第１５条」に改める。 

附則第５７条中「、第１９項、第２１項から第２５項まで、第２７項、第

２８項、第３２項、第３６項、第４０項、第４３項から第４５項まで若しく

は第４８項から第５０項まで」を「から第２２項まで、第２４項、第２５項、

第２９項、第３３項、第３７項から第３９項まで、第４２項から第４４項ま

で、第４７項若しくは第４８項」に、「第３４項」を「第３３項」に、「法

附則第１５条から」を「附則第１５条から」に改める。 

（松戸市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 松戸市市税条例の一部を改正する条例（令和元年松戸市条例第１２ 

号）の一部を次のように改正する。 

第２条を次のように改める。 

第２条 削除 

附則第１条第２号を次のように改める。 

⑵ 削除 

附則第２条の前の見出しを削り、同条に見出しとして 「（ 市民税に関する

経過措置 ）」 を付し、附則第３条を削る。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 



（市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の松戸市市

税条例（以下「新条例」という 。） の規定中個人の市民税に関する部分は、

令和２年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分まで

の個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第３１条第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」と

いう 。） 以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項

及び同条第２項に規定する申告書について適用する。 

３ 新条例第３２条第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法

（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等

（同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く 。） について提出す

る新条例第３２条第１項に規定する申告書について適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部

分は、令和２年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分

までの固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第６９条第４項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税に

ついて適用し、令和２年度分までの固定資産税については、なお従前の例に

よる。 

３ 新条例第６９条第５項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税に

ついて適用する。 

４ 新条例第９５条の２の規定は、施行日以後に、同条に規定する現所有者で

あることを知った者について適用する。 

５ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に取得された地方税

法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正

前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「旧法」という 。） 附則第

１５条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、

なお従前の例による。 



６ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された

旧法附則第１５条第３３項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対

して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

７ 平成２８年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された

旧法附則第１５条第４０項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定

資産税については、なお従前の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第４条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部

分は、令和２年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分

までの都市計画税については、なお従前の例による。 

２ 平成２８年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された

旧法附則第１５条第４０項に規定する家屋に対して課する都市計画税につい

ては、なお従前の例による。 

３  施行日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第 

号）の施行の日の前日までの間における新条例附則第５７条の規定の適用

については、同項中「、第４７項若しくは第４８項」とあるのは、「若しく

は第４７項」とする。 

（松戸市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第５条 松戸市市税条例等の一部を改正する条例（平成２７年松戸市条例第４

０号）の一部を次のように改正する。 

附則第３条第２項第３号中「平成３１年９月３０日」を「令和元年９月３

０日」に改め、同条第１２項中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０

月１日」に改め、同条第１３項の表第４項の項中「平成３１年１０月３１

日」を「令和元年１０月３１日」に改め、同表第５項の項中「平成３２年３

月３１日」を「令和２年３月３１日」に改める。 

第６条 松戸市市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年松戸市条例第３

６号）の一部を次のように改正する。 

附則第１条第４号中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１日」



に改め、同条第５号中「平成３２年４月１日」を「令和２年４月１日」に改

め、同条第６号中「平成３２年１０月１日」を「令和２年１０月１日」に改

め、同条第７号中「平成３３年１月１日」を「令和３年１月１日」に改め、

同条第８号中「平成３３年１０月１日」を「令和３年１０月１日」に改め、

同条第９号中「平成３４年１０月１日」を「令和４年１０月１日」に改める。 

附則第２条第１項中「平成３１年度」を「令和元年度」に改め、同条第２

項中「平成３３年度」を「令和３年度」に、「平成３２年度分」を「令和２

年度分」に改める。 

附則第３条中「平成３１年度」を「令和元年度」に改める。 

附則第７条第１項中「平成３２年１０月１日」を「令和２年１０月１日」

に改め、同条第２項中「平成３２年１１月２日」を「令和２年１１月２日」

に改め、同条第３項中「平成３３年３月３１日」を「令和３年３月３１日」

に改め、同条第４項及び第５項中「３２年新条例」を「２年新条例」に改め

る。 

附則第９条第１項中「平成３３年１０月１日」を「令和３年１０月１日」

に改め、同条第２項中「平成３３年１１月１日」を「令和３年１１月１日」

に改め、同条第３項中「平成３４年３月３１日」を「令和４年３月３１日」

に改め、同条第４項及び第５項中「３３年新条例」を「３年新条例」に改め

る。 


